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Ⅰ　はじめに

１．研究の背景と目的

　過疎高齢化の進む中山間地域において，子育て世帯の

定住 1）推進が喫緊の課題であり，各自治体は様々な定

住支援策を進めている。他方，中山間地域居住の子育て

世帯の家計支出に関する既存統計はなく，実態を把握し

た先行研究もないことから，上記の施策は子育て世帯の

家計支出の実態を十分踏まえたものとなっていない状況

にある。今後，定住はより一層重要性を増すと考えられ，

中山間地域における効果的な定住支援施策展開のために

は中山間地域に居住する子育て世帯の支出構造の特徴の

把握と，基礎自治体単位で取り組み可能な普及性の高い

調査手法の構築が不可欠である。

２．研究の経過と今後の展開

　以上を踏まえ，本研究では 2010 ～ 2012 年度までの 3

カ年で次の事項の調査研究を進めてきた 2）。

①中山間地域居住の子育て世帯の年間支出調査手法開発

②中山間地域居住の子育て世帯の年間支出規模及び構造

的特徴の把握

③①，②を踏まえた定住促進の視点からの有効な支援の

仕組みの提示

　2012 年度は，上記②を中心に調査研究を進め，調査

結果については，県外から移住してきた子育て世帯（単
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　本報では，中山間地域居住の子育て世帯定着支援方策の検討を目的に，2010 年度より実施している中

山間地域居住世帯の年間支出調査（以下，中山間地域世帯年間支出調査）により得たデータに基づく，食料，

住居暖房燃料の地産地消可能推計手法について検討した。島根県 O 町 A 地域をモデルに地産地消可能額

の推計を試みた結果，地産地消を想定する品目，推進手法（施策），推進範域での販売可能上限値の推計，

および上限値を踏まえた持続可能な地産地消の仕組みの設計が可能になること，データが揃えば推計作

業は簡易であり，基礎自治体や実施事業体による推計が可能なことが整理された。他方，推計手法普及

に向けて，基礎自治体あるいは県単位での中山間地域世帯年間支出調査の導入・実施が不可欠であるほ

か（中山間地域居住世帯の支出調査手法は既に確立），推計手法の実用性向上に向けた技術的課題として，

各家族類型区分ごとの構成員年齢をふまえた左記調査のサンプル確保，縁故取引や農産物直売所販売な

どの既存の地産地消活動による販売額把握と地産地消可能額推計値からの除外，地域の加工施設，公的

施設，飲食店など世帯以外の購入額把握と算入を挙げた。
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身世帯，夫婦のみ世帯等の子育て世帯予備軍を含む）の

定着に必要な経済的条件を中心に 2013 年度に中間とり

まとめを行う予定である。また，昨今の県外からの移住

が急増する状況を鑑み，県の研究事業として上記②の調

査続行と③の調査研究拡充が決定されたことから，2013

年度から改めて，次の事項の調査研究を進めることと

なった。

ア．IUターン世帯の年間支出規模及び構造的特徴の把握

イ．移住世帯向け生活費用シミュレーションソフトの開

発

ウ．教育，交通，福祉など高支出費目の軽減策の研究

エ．地域経済循環強化による所得創出策の研究

なお，本研究では，以降，2010 ～ 2012 年度の 3 カ年を

前期研究，2013 年度以降を後期研究と整理する。

３．報告内容と位置づけ

　本報告では，中山間地域世帯年間支出調査で得たデー

タに基づく食料，燃料の地産地消可能額の推計手法の可

能性と課題について検討する。なお，本手法は，前期研

究の③定住促進の視点からの有効な支援の仕組みについ

て，確実性の高い新たな所得源創出検討の支援ツールと

して検討を進めてきたものである 3）。また，本手法の検

討を踏まえ，後期研究のエ．地域経済循環強化による所

得創出策の研究の視点と進め方を整理することとする。

本手法開発の狙いは食料，エネルギー分野で地産地消推

進により新たに所得源を生み出すことが可能な領域とそ

の可能額の把握にあり，地域経済循環強化による所得創

出策の研究推進に不可欠な前提作業となる。

Ⅱ　中山間地域居住世帯の年間支出データを

用いた食料，燃料の地産地消可能額の推

計手法に関する考察

１．背景と目的

　今日，中山間地域各地域で消費される食料，燃料を同

一地域内から供給しようとする取り組み（以下，地産地

消）がみられる。流通コスト等に由来する中山間地域の

食料・燃料小売価格の高さ，近年の食料・石油系燃料の

価格上昇，食料・燃料・電力等の購入を通じ域外に移出

する資金の大きさ，遠隔地で生産される食料・燃料に強

く依存するリスク等を考慮すれば，中山間地域の生活の

質向上，地域内資金循環性の向上による所得源の創出，

資源循環の点から，食料，燃料の地産地消推進は重要で

あると考えられる。

　他方，食料，燃料の地産地消を着実に進めていくため

には，まず，地域ごと，品目ごとに居住世帯群の支出規

模とそれに対応する地域での販売可能規模を把握する必

要があるが，中山間地域居住世帯の支出構造の把握に必

要なデータの整備はされておらず，また，基礎自治体が

簡易に把握できる方法がない状況にある 4）。

　そこで，本報告では，中山間地域世帯年間支出調査で

得られるデータに基づく地産地消可能額の推計手法の可

能性と課題を検討する。従来，中山間地域の食料，燃料

の地産地消の経済的可能性の分析は，地域産業連関表分

析の手法がとられているが，連関表作成に係る必要な

データの収集労力の大きさ，基礎自治体や事業体等での

実施が困難な技術的難易度もあり，実際の食料，燃料の

地産地消の推進に当たってはどの程度の売上規模が可能

か，推計が行われずに実施されることが多い。また，基

礎自治体や事業体の実施容易性を重視した推計手法につ

いては既存の研究はほとんどなく，推計手法の可能性や

課題を検討することは，所得源創出のみならず各種の地

産地消活動の持続性確保について有用な知見を提供し得

ると考える。

　なお，今回の推計手法の検討は，島根県 O町 A地域を

モデルとした地産地消可能額の推計に基づき行った。

２．中山間地域世帯家計調査の概要と経過

　中山間地域世帯家計調査の目的，対象世帯，実施地

域，手法，把握項目は表 1の通りである。中山間地域は

居住条件が都市部と大きく異なることから全国消費実態

調査，家計調査年報などの既存統計での年間支出把握は

困難であり，中山間 Cでは 2010 ～ 2011 年度で中山間地

域居住世帯の年間支出調査手法（調査ソフトを含む）を

開発した 5）。2012 年 12 月現在，調査対象世帯は 91 世

帯であり，うち 54 世帯が調査終了している。

３．地域の食料，燃料の地産地消可能額の推計の試み

　　～島根県 O町 A地域をモデルとして～

１）食料，燃料の地産地消可能額推計の定義と前提条件

　まず，食料，燃料の地産地消可能額を「地域に居住す
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る世帯に対する地域内で生産される食料，燃料の販売可

能額の最大値」と定義する。但し，農業・家庭菜園など

による食料の自給分，所有山林等による燃料自給分は可

能額に含まないものとする。

　次に，本報告における推計の前提条件を表 2のとおり

設定する。地域の範域は，日常的な買物や運送の最大範

域であると考えられる平成大合併前の旧市町村と仮定

し，想定する食料，燃料購入の主体は地域に居住する世

帯 6），推計の対象とする食料は外食により得られるもの

を除くもの，燃料は住居での暖房，給湯に用いる石油系

燃料に限定する 7）。また，地域外の生産品から地域内の

生産品に移行した場合，価格の上昇，品質の低下等によ

る商品への満足度の低下は起こらないものと仮定する。

地域の食料，燃料の地産地消可能額

＝家族類型 Aの世帯数×家族類型 Aの食料，燃料の

年間支出額平均

＋家族類型 Bの世帯数×家族類型 Bの同年間支出額平均

　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　・

＋家族類型 Zの世帯数×家族類型 Zの同年間支出額平均

ここで，家族類型 A～ Zの世帯数の総和は地域の全世帯

数，家族類型 A～ Zの年間支出額平均は，中山間地域世

帯年間支出調査により得られた年間支出額サンプルデー

タから算出する。

３）A地域の食料，燃料の購買条件

　モデル地域である A地域の食料，燃料の購買条件と O

町の食料，燃料の地産地消推進に関する今後の意向を表

3に整理する。

　住民の食料の入手経路は，上記の農協支所，遠隔都市

部の大型小売店，縁故者，自給，移動販売，生協の 6つ，

燃料の入手経路は，地域内のガソリンスタンドまたは遠

隔都市部での購入の 2つである．また，地域内には，生

産物を購入できる農産物直売所，住居での暖房や給湯の

燃料となる木質系燃料を提供する事業体はなく，地域で

生産された産物を購入する機会は食料については縁故者

からの購入に限られ，木質系燃料を用いる世帯はない。

４）A地域の食料，エネルギーの地産地消可能額の推計

（１）A地域の類型別世帯数（ 7区分）

　表 4 に A 地域の家族類型別世帯数（ 7 区分）を表す。

本類型は，高齢化が進む A 地域の状況を踏まえ，世帯

の中の 65 歳以上の構成員をより詳細に把握できるよう

2010 年国勢調査報告小地域集計による家族類型別世帯

２）推計手法

　表 2に示した前提条件に基づき，地域の食料，燃料の

地産地消可能額を次の式で算出する。

表 1　中山間地域居住世帯年間支出調査の概要と経過

表 2　本報告における推計の前提条件
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数（ 6区分）を再集計したものである。

（２）家族類型（ 7 区分）ごとの年間支出額平均の算出

に用いるサンプルの特徴

　表 5に地産地消可能額の推計に用いるサンプルデータ

を得た地域の属性を表す。サンプルは全て中山間地域世

帯年間支出調査の対象世帯であり，表 4における O町 A

地域と他地域は所得水準，立地条件，食料・燃料の購買

条件が近いことから，支出構造も類似していると考える。

　表 6に，表 4に示した家族類型（ 7区分）ごとの年間

支出額平均の算出に用いるサンプル数および地産地消

可能額推計への影響を表す。なお，2012 年度現在では，

家族類型⑤～⑦について年間支出額を蓄積しておらず他

の世帯類型の年間支出額平均データを援用している。な

お，表に示すように，このことにより地産地消可能額が

注 1：2010 年国勢調査報告小地域集計の家族類型（ 6 区分）一
般世帯数を 7区分に再整理

資料１：サンプル数は中山間地域支出調査で各地域で得た年間支出データを得た世帯数
資料２：一人当たり所得は株式会社 JPS 個人所得指標より作成
資料３：食料，燃料を購入できる施設数，車での片道移動時間は，A地域支所でのヒアリング調査による
注１：一人当たりの所得は、課税対象所得額総額を納税義務者数で除した値
注２：一人当たり所得は2009年の値では平成大合併後で地域の特徴を捉えることが出来ない部分があるため，2003年の値を併せて掲載

表 3　A地域の食料，燃料の購買条件 表 4　A地域の類型別世帯数（ 7区分）

表 5　地産地消可能額の推計に用いる世帯年間支出額サンプルデータを得た地域の属性
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表 6　推計に用いる年間支出データの特徴（家族類型（ 7区分））

表 7　A地域の世帯の家族類型（ 7区分）ごとの年間支出推計値
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実際の値より大きくなる可能性は小さいと考えられる。

（３）家族類型（ 7区分別）ごとの年間支出額平均値

　表 7に，表 6のサンプルを用い算出した家族類型（ 7

区分）ごとの年間支出額平均値を表す。また，参考値と

して家計調査年報による大都市，中国地方の年間支出額

を併記する。①～⑦の値と参考値を比較すると，大都市，

中国地方では，総菜おかず・弁当・テイクアウト，外食の

支出が相対的に高い。中国地方については家計調査年報

の調査サンプルの都市への偏重が理由として考えられる。

（４）A地域の食料，燃料の生産・共有能力の現状と，食料，

エネルギーの地産地消可能額の推計

　（１）～（３）の内容を踏まえ， A 地域の食料，燃料

の地産地消可能額の推計式を表すと次の通りである。

A地域の食料，燃料の地産地消可能額

＝家族類型①の世帯数×家族類型①の食料，燃料の

年間支出額平均

＋家族類型②の世帯数×家族類型②の同年間支出額平均

　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　・

＋家族類型⑦の世帯数×家族類型⑦の同年間支出額平均

ここで，推計は次の前提で行われている。

○食料の支出は外食を除く，燃料の支出は住居の暖房，

給湯に用いる石油系燃料の購入分に限定されている。

○推計される地産地消可能額の対象は，地域内の生産者

～世帯の間の生産物売買であり，生産者～世帯外の購入

主体（学校等の施設，飲食店等の自営業，加工施設等の

事業所）の間の生産物売買は対象としていない。

○推計される地産地消可能額には，現在，地域内の生産

者と世帯の間で行われている生産物売買（縁故取引，農

産物直売所での売買など）が含まれている。

　次に，A 地域の地産地消可能額は，A 地域の食料，燃

料の供給能力を上限とすると考えられることから，表 8

の通り，供給能力を 2つのパターンに分けて，地産地消

可能額の推計を試みる。パターン 1 は現在の供給能力，

パターン 2は今後の O町の地産地消施策の推進意向を踏

まえ，今後，強化された場合の供給能力である。なお，

A 地域では肉類・肉加工品，魚介類・魚介加工品，乳・

乳製品は生産・供給されていない。

　表 9，表 10 に，表 8 に示した 2 つの供給力パターン

に合わせて食料・燃料の項目を絞り込み，推計した地産

地消可能額を表す。パターン 1の場合，地産地消可能額

は 8,876 万円と推計される．また，パターン 2 の場合，

地産地消可能額は 18,394 万円と推計される。

　ここで，パターン 1からパターン 2へ地産地消額の増

加に大きく寄与しているは，食料の分野ではパン，お菓

表 8　A地域の食料，燃料の供給能力

表 9　A地域の食料，燃料の地産地消可能額（パターン 1）
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子であり，今後，地域経済循環性向上のためには，この

2つの品目の生産・供給および流通・販売体制整備が効

果的であることがわかる。また，農産物である米，粉，

雑穀，生鮮野菜・キノコ，果物の合計は 5,289 万円，農

産加工品である野菜加工製品，パン，めん類，お菓子，

総菜おかず・弁当・テイクアウトの合計は 10,507 万円

であり，地産地消推進による地域経済循環性向上の効果

が高いのは農産加工品であることが示唆される。

　燃料の分野は今回，住居の暖房・給湯用木質系燃料の

みであるため，パターン2おいて地産地消可能額は2,599

万円であり，A 地域における住宅暖房・給湯用の燃料の

需要は最大で 2,599 万円であると解釈することができ

る。

４．本推計手法の可能性と課題の考察

　まず，島根県 O町 A地域をモデルとした食料，燃料の

地産地消可能額の推計の試みから示唆される可能性を整

理すると次のとおりである。

　第 1に，本推計手法の導入により，基礎自治体，住民

組織，生産者組織による従来の農産物，農産加工品など

の食料の地産地消の仕組みづくり，中山間地域各地で始

まっている地元の森林資源の住居暖房燃料としての利用

推進の仕組みづくりにおいて，実際に想定する地産地消

の範域での流通可能な額（生産者の視点から述べれば，

地産地消の仕組みの中で販売可能な額の最大値）の推計

が可能になる。このことにより，推計値を踏まえた地産

地消の仕組みの運営コストの設計や生産者の経営計画な

どが可能となり 8），地産地消の経済活動としての持続性

を強化することができる。

　第 2に，国勢調査報告小地域集計と中山間地域世帯支

出調査データがあれば，本手法を用いて簡易に地産地消

可能額を推計できる。地域産業連関分析に必要な専門知

識や技術がなくても，各地域の基礎自治体や実施事業体

が直接推計作業を行うことが可能になる。なお，本研究

において中山間地域世帯支出調査の手法も実施容易性の

向上を目的に開発されており，基礎自治体による居住世

帯の年間支出調査の実施は十分可能である 9）。

　次に本手法の実用に向けた，技術的課題を整理すると

次の通りである．

　第 1は，地産地消可能額の推計に用いるデータの確保

方法である。本報告では表 6 に示すように，7 つの家族

類型ごとの地産地消可能額の推計が過大になることを極

力回避する形で年間支出額サンプルデータを使用した。

しかし，A 地域を含む O 町の国勢調査報告データや A 地

域の住民基本台帳データを使用し，A 地域の 7 つの家族

類型の世帯構成員の年齢構成傾向を把握した上で，中山

間地域居住世帯年間支出調査を設計・実施，サンプルデー

タを確保すれば，より地産地消可能額の精度を高めるこ

とが可能である。

　第 2は，食料，燃料の潜在需要額および所得創出可能

額の算出である。Ⅲ―３―１）に定義したように，地

産地消可能額とは「地域に居住する世帯に対する地域内

で生産される食料，燃料の販売可能額の最大値」であり，

その中には，既に実現している地産地消による販売額が

含まれる。本手法構築の目的とは，食料，燃料の地産地

消推進による創出可能な所得額の推計にあり，まず，従っ

て，新たな地産地消施策の展開により顕在化が可能な販

売額（潜在需要額）が算出される必要がある。ここで，

表 10　A 地域の食料，燃料の地産地消可能額（パターン 2）
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潜在需要額の算出の式は次の通りである。

潜在需要額＝地産地消可能額―既存の地産地消による取扱高

A 地域の場合では，食料については縁故関係を通じた売

買や農産物直売所を介した売買による取扱額が考えられ

る．住居の暖房，給湯用の木質系燃料については現在は

ほとんど地域内での売買がないため，左記の取扱高は考

慮する必要がないと考える。

　次に，所得創出可能額の算出の式は次の通りである。

所得創出可能額＝潜在需要額×品目毎の所得／売上率

品目毎の所得／売上率については，既存統計，既存研

究 10）があり，それらを参考にしながら設定していく必

要がある。

　第 3は，地域の農産加工施設，その他事業体，公的施

設，飲食店など世帯以外の主体による食料，燃料への支

出額の算入の検討である．本報告では地域経済循環の基

本である地域に居住する世帯と生産者の関係に限定して

地産地消可能額の推計を行った。他方，世帯群以外に大

きな収支を持つ事業体がある場合は，それら主体の支出

から生み出される地産地消可能額について推計を検討す

る必要がある。但し，従業員が地域外から通勤している

ケースや地域外から生産資材として食料，燃料を購入し

ている場合の多くあり，検討にあたっては，まず，中山

間地域の各地の地域経済循環強化に寄与しうる支出の地

域への還流になりうるか否かを検討する必要がある。

　第 4は，食料や燃料の地産地消の取り組みを先行して

行っている地域における地産地消実現額とその推進手

法（マーケティング手法）の把握である。地産地消活動

の先行地域において地域の地産地消可能額に対し，実現

されている販売額とマーケティング手法を研究すること

が，地産地消可能額の推計手法の実用性を高める上で，

今後必要になると考えられる。
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